
白川町教育委員会告示第１１号 

 

 白川町公民館管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和８年４月１３日 

 

                 白川町教育委員会教育長  鈴 村 雅 史 

 

 

白川町教育委員会規則第３号 

 

白川町公民館管理規則の一部を改正する規則 

 

白川町公民館管理規則（昭和５７年白川町教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

改 正 後 改 正 前 

（開館及び閉館の時刻） （開館及び閉館の時刻） 

第５条の２     公民館の開館及び閉館の

時刻は次のとおりとする。但し、必要が

ある場合には、館長はその時刻を変更す

ることができる。 

第５条の２ 中央公民館の開館及び閉館の

時刻は次のとおりとする。但し、必要が

ある場合には、館長はその時刻を変更す

ることができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（審議会の会議） （審議会の会議） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 前項の定例会は、年２回             

             招集しなければならない。 

２ 前項の定例会は、年２回とし、毎年４

月及び１０月に招集しなければならな

い。 

３ （略） ３ （略） 

（公民館類似施設の使用等） 

第１１条 町が設置した次の施設を、法第

４２条第１項の規定による公民館類似施

設とし、地区公民館として使用する。 

 

【別記１ 参照】  

２ 第２条から第５条まで、第６条から第

８条まで及び前条の規定は、前項の地区

公民館を管理運営する場合において準用

する。 

 

（委任） （委任） 



改 正 後 改 正 前 

第１２条 （略） 第１１条 （略） 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

【別記１】 

改 正 後 

施設の名称 地区公民館の名称 

白川北活性化施設 白川北地区公民館 

白川町農村環境改善センター 黒川地区公民館 

白川町農林漁家婦人活動促進施設 佐見地区公民館 
 


